
令和６年３月６日 

 

市内介護サービス事業者様 

 

 

今治市介護保険課 

 

 

令和６年度の介護職員等処遇改善加算等の算定について 

 

 

みだしの件につきまして、厚生労働省より、算定についての基本的な考え方、

様式等の現時点での案が示されました。別添の「介護保険最新情報 Vol.1209」

にありますとおり、３月中旬予定の正式通知を前に、事業所の皆様にあらかじめ

内容を把握していただくため、案の段階で示されたものとなります。 

 

正式通知が届きましたら、また改めてホームページにてお知らせいたします。 

なお、様式等のエクセルデータは、厚生労働省ホームページ上（下記アドレス）

に掲載されておりますので、参考にしてください。 

 

介護保険最新情報掲載ページ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

本加算につきましては、別添のとおり、厚生労働省にて電話相談窓口が設けら

れておりますので、そちらもご活用ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

